
 

教育委員会定例会日程 

 

平成２４年９月２７日 

 

１ 開 会 

 

２ 前回会議録の承認 

 

３ 会議録署名委員の決定  

 

４ 協議事項  

（１）歴史的風致形成建造物の指定について       （資料１ 都市計画課） 

 

５ 議事 

日程第１  

議案第１５号  

小田原市図書館協議会委員の任命について            （図書館） 

日程第２  

議案第１６号  

教育委員会委員長の選挙について              （教育総務課） 

日程第３  

議案第１７号  

教育委員会委員長職務代理者の指定について         （教育総務課） 

 

６ 報告事項 

（１）市議会９月定例会の概要について       （資料２ 教育部、文化部） 

（２）第４７回全国史跡整備市町村協議会大会の開催について  

（資料３ 文化財課）  

 

７ 閉 会 





「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」第１２条抜粋 

 

（歴史的風致形成建造物の指定） 

第十二条 市町村長は、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第五条第二項

第六号の計画期間（以下「認定計画期間」という。）内に限り、当該認定歴史

的風致維持向上計画に記載された同項第四号の方針に即し、認定歴史的風致維

持向上計画に記載された重点区域（以下「認定重点区域」という。）内の歴史

上価値の高い重要無形文化財又は重要無形民俗文化財（文化財保護法第七十八

条第一項に規定する重要無形民俗文化財をいう。）の用に供されることにより

それらの価値の形成に寄与している建造物その他の地域の歴史的な建造物（重

要文化財建造物等及び重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物群（同法

第二条第一項第六号に規定する伝統的建造物群をいう。第十七条第一項におい

て同じ。）を構成している建造物を除く。）であって、現に当該認定重点区域

における歴史的風致を形成しており、かつ、その歴史的風致の維持及び向上の

ためにその保全を図る必要があると認められるもの（これと一体となって歴史

的風致を形成している土地又は物件を含む。）を、歴史的風致形成建造物とし

て指定することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当

該建造物の所有者（所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員）及び当

該市町村の教育委員会の意見を聴くとともに、当該建造物が公共施設である場

合にあっては、当該公共施設の管理者（当該市町村を除く。）に協議し、その

同意を得なければならない。 

３ 市町村の教育委員会は、前項の規定により意見を聴かれた場合において、当

該建造物が文化財保護法第二条第一項第一号に規定する有形文化財、同項第三

号に規定する民俗文化財又は同項第四号に規定する記念物（以下「有形文化財

等」という。）に該当すると認めるときは、その旨を市町村長に通知しなけれ

ばならない。 

 資料１ 



 
 

 
 
 

●歴史的風致形成建造物指定候補一覧 

 建造物名 写真 所在地 所有者 備考 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松永記念館 

(別館・烏楽亭除く)  
板橋 

941-1 他 

小田原市 

（生涯学習課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定対象 

 

 

 

※老欅荘、葉雨庵、本館、

収蔵庫、庭園を一体的に

松永記念館として指定す

るもの。 

※候補となっている無住

庵については、松永記念

館敷地内への移築の目途

がたった段階で指定を行

う。 

２ 清閑亭 

 

南町 

1-5-73 

小田原市 

（文化財課） 
指定対象 

３ 小田原文学館本館 

 

南町 

2-3-4 

小田原市 

（図書館） 
指定対象 

本館（右）、収蔵庫（左） 

老欅荘 

葉雨庵 

無住庵 

庭園 



 
 

 
 
 

 建造物名 写真 所在地 所有者 備考 

４ 
小田原文学館別館 

（白秋童謡館） 

 

南町 

2-3-18 

小田原市 

（図書館） 
指定対象 

５ 
済生堂薬局 

小西本店店舗 

 

本町 

4-2-48 
民間 

 

６ だるま料理店主屋 

 

本町 

2-1-30 
民間 

 

７ 山月（旧共寿亭） 

 

板橋 

913 
民間 

 

８ 籠清 

 

本町 民間 

 

９ 籠常 

 

本町 民間 

 

10 丸う田代 

 

本町 民間 

 

11 旧鈴廣本町店 

 

本町 民間 

 



 
 

 
 
 

 建造物名 写真 所在地 所有者 備考 

12 石川漆器 

 

栄町 民間 

 

13 江嶋 

 

栄町 民間 

 

14 欄干橋ちん里う 

 

本町 民間 

 

15 広瀬畳店 

 

板橋 民間 

 

16 下田豆腐店 

 

板橋 民間 

 

17 内野家住宅 

 

板橋 民間 

 

18 津田家蔵 

 

板橋 民間 

 

19 古稀庵 

 

板橋 民間 

 

 



 

議案第１５号 

 

   小田原市図書館協議会委員の任命について 

 

 小田原市図書館協議会委員の任命について、議決を求める。 

 

  平成２４年９月２７日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 前田 輝男 

 



任期　平成２４年１０月１日～平成２６年９月３０日

選出区分 職業等 新・再

柴 田
しばた

敏 勝
としかつ

学校教育関係者 小田原市立国府津小学校教諭 新　任

中 田
なかだ

貴 士
たかし

学校教育関係者 小田原市立酒匂中学校教諭 新　任

大塚
おおつか

さとみ 学校教育関係者 学校図書ボランティア連絡会代表 新　任

宮 崎
みやざき

淳 子
じゅんこ

社会教育関係者 小田原の図書館を考える会幹事 再　任

廣 澤
ひろさわ

登 美
とみえ

江

家庭教育の向上に資する
活動を行う者

小田原市教育委員会教育指導課
教育相談員

再　任

内 田
うちだ

昭
あきら

学識経験者 学習塾講師 再　任

星
ほし

﨑
ざき

みゆき 市民 無職 新　任

石 川
いしかわ

喬 一
きょういち

市民 無職 新　任

氏　名

第３０期小田原市図書館協議会委員候補者名簿



 

議案第１６号 

 

   教育委員会委員長の選挙について 

 

 教育委員会委員長の選挙について、議決を求める。 

 

  平成２４年９月２７日提出 

 

                                                       小田原市教育委員会 

教育長 前田 輝男 

 

 



 

議案第１７号 

 

   教育委員会委員長職務代理者の指定について 

 

 教育委員会委員長職務代理者の指定について、議決を求める。 

 

  平成２４年９月２７日提出 

 

                                                       小田原市教育委員会 

教育長 前田 輝男 
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平成２４年９月市議会定例会の概要について 

                                           ② 

第  １日目  ９月 ３日 月 ・補正予算並びにその他議案一括上程――提案説明 

第  ２日目  ９月 ４日 火 （休 会）（議案関連質問通告 締切  正午） 競輪 
     （一般質問通告   締切 午後３時）④ 

第  ３日目  ９月 ５日 水 （休 会）  
第  ４日目  ９月 ６日 木 ・質疑、各常任委員会付託、請願・陳情付託 
第  ５日目  ９月 ７日 金 （休 会）建設経済常任委員会 
第  ６日目  ９月 ８日 （土） （休 会） 
第  ７日目  ９月 ９日 （日） （休 会）   
第  ８日目  ９月１０日 月 （休 会）厚生文教常任委員会 
第 ９日目  ９月１１日 火 （休 会）総務常任委員会 
第１０日目  ９月１２日 水 （休 会） 
第１１日目  ９月１３日 木 （休 会） 
第１２日目  ９月１４日 金 （休 会）（委員長報告書検討日） 
第１３日目  ９月１５日 （土） （休 会） 
第１４日目  ９月１６日 （日） （休 会） 
第１５日目  ９月１７日 （月） （休 会）             （敬老の日） 

第１６日目  ９月１８日 火 
・各常任委員長審査結果報告・採決  
・請願・陳情審査結果報告・採決 
・一般質問 

第１７日目  ９月１９日 水 ・一般質問             
第１８日目  ９月２０日 木 ・一般質問    

第１９日目  ９月２１日 金 

・一般質問 
・決算認定案（一般・特別・企業）一括上程 ―― 
 提案説明、質疑、決算特別委員会設置、付託 
・決算特別委員会（全体説明、各分科会へ議案送付） 

第２０日目  ９月２２日 （土） （休 会）             （秋分の日） 
第２１日目  ９月２３日 （日） （休 会）             
第２２日目  ９月２４日 月 （休 会）決算特別委員会（書類審査・３分科会） 
第２３日目  ９月２５日 火 （休 会）決算特別委員会（建設経済分科会） 
第２４日目  ９月２６日 水 （休 会）決算特別委員会（厚生文教分科会） 
第２５日目  ９月２７日 木 （休 会）決算特別委員会（総務分科会） 
第２６日目  ９月２８日 金 （休 会）決算特別委員会（現地査察） 
第２７日目  ９月２９日 （土） （休 会） 
第２８日目  ９月３０日 （日） （休 会） 
第２９日目 １０月 １日 月 （休 会）（総括質疑通告締切＝正午）、質疑聞取り 
第３０日目 １０月 ２日 火 （休 会） 

第３１日目 １０月 ３日 水 （休 会）決算特別委員会（分科会会長報告、質疑、

総括質疑、討論、採決、とりまとめ） 
第３２日目 １０月 ４日 木 （休 会） 
第３３日目 １０月 ５日 金 （休 会）決算特別委員会全体会（委員長報告検討） 
第３４日目 １０月 ６日 （土） （休 会） 
第３５日目 １０月 ７日 （日） （休 会） 
第３６日目 １０月 ８日 （月） （休 会） 
第３７日目 １０月 ９日 火 ・決算特別委員長審査結果報告、質疑、討論、採決 
＊告示 ８月２７日（月）  ＊議会運営委員会開催予定 ８月２８日（火）午前１０時 

資料２ 
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厚生文教常任委員会（教育部・文化部関係） 

 
平成２４年 ９ 月１０日実施 
 

１ 議 題 

（１）議案第６０号 平成２４年度小田原市一般会計補正予算（所管事項） 

 

２ 所管事務調査 

（１）報告事項 

・小田原城址公園の植栽に関する検討経過について 

・平成２４年度（平成２３年度分報告書）教育委員会事務の点検・評価につ 

いて 

・いじめ問題への対応について  
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平成２４年小田原市議会９月定例会 

一般質問  ９月１８日～２１日 

 

 質問順 ２   ３ 番  大川 裕  

２ おだわらっこ教育プランについて 

（１） 平成２５年度以降の新しい計画の進捗について 

（２）二学期制について 

 

 質問順 ５  １７番  木村信市  

１ 体育・スポーツ振興に関して 

（１）本市の体育・スポーツ等の現状と課題について 

（２）社会体育等と学校体育等との連携について 

（３）公共と民間の役割分担について 

２ 市営（海水）プール２場の管理運営等に関して 

（１）事業仕分けの結果とその後の検討について 

（２）御幸の浜プール等の管理運営について 

（３）国府津海水プールの今夏開場中止と再開見通しについて 

（４）現市営（海水）プールの特徴と問題点について 

３ 学校プールの管理運営に関して 

（１）本市の学校等プールの実状、利用実態について 

（２）夏期における小学校プール開放の課題について 

（３）学校プールの地域開放について 

４ 新たな市営プールの建設に向けて 

（１）今こそ、新たに市営公式プールの構想を 

 

 質問順 ６  １６番  安藤孝雄  

１ 大地震に備える防災対策について 

（２）市民の防災意識の向上を図ることについて 

  イ 防災教育のさらなる推進について 

２ 小・中学校における給食費未納問題について 

（１）徴収の現状と課題について 

（２）未納の実態と推移について 

（３）県内他市の実情と本市における今後の対応について 

 

 質問順１０  ２６番  井原義雄  

４ 市立小・中学校敷地内の樹木管理について 

（１）荒天後の樹木飛散について近隣住民へどの様に対応しているのか 

（２）今までに近隣住民からどの様な要請があったのか 

 

 質問順１３  １８番  田中利恵子  

１ 放射能汚染から子どもたちをまもるための保育園、幼稚園、学校給食における安全対策について 

（１）保育園、幼稚園、学校給食において、徹底して放射能汚染から子どもたちをまもるべきと考えるが、市で

はどのようなことを行っているのか 
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議

員 

項

目 

答

弁 
質 問 要 旨 答 弁 要 旨 

教

育

長 

おだわらっこ教育プラ

ンが改定年度になって

いるが、平成２５年度

以降の新しい計画の方

向性について伺う。 

新たな計画は、教育基本法第１７条第２項に規定される「地方公共団体におけ

る教育の振興のための基本的な計画」として策定する。現在、学識経験者、市民

及び関係団体の代表者、小・中学校及び幼稚園の代表者等による策定委員会を設

置し、意見の取りまとめを行っている。内容については、「変化の激しい社会を

生き抜く力の養成」、「小田原ならではの教育の推進」、「教育環境の整備・改善・

充実」を３つの柱として検討している。 

 

部

長 

おだわらっこ教育プラ

ンは、計画期間が１０

年間であったが、１０

年では急激に変化する

社会状況に対応できな

いと考えている。新た

な計画の計画期間は、

どれくらいで考えてい

るのか。 

 

新たな計画については、国の教育振興基本計画の計画期間が平成２９年度まで

であることや、社会や教育を取り巻く環境の変化が著しいことなどから、平成２

５年度から平成２９年度までの５年間としたいと考えている。 

 

教

育

長 

Try プランの詳細施策

には、小田原の良さを

活かした教育の推進と

あり、郷土を知り、郷

土に愛着を深めるとあ

るが、同じように国に

対しても敬意を持てる

ような骨太で弾力性の

あるプランを望むが、

見解について伺う。 

 

３つの柱に基づき計画の柱を考えている。その中で、小田原の良さを活かした

小田原独自の教育スタイルの確立を目指している。小田原を愛するということ

は、子ども達にとっては各学区の郷土を愛する、ひいては、国を愛するという心

につながるものとし、大事にしていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お

だ

わ

ら

っ

こ

教

育

プ

ラ

ン

に

つ

い

て 

 

 

 

 

 

 

教

育

長 

国に対する記述が盛り

込まれるという理解で

よろしいのか。 

現在、策定中であり国に対する記述を明記するかについて、未定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大

川 

 

裕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２

学

期

制

に

つ

い

て 

 

教

育

長 

学校２学期制検討委員

会が実施したアンケー

トの設問では、２学期

制について保護者等の

意向は汲み取られてお

らず、まだ学期制につ

いて検討する余地があ

ると思うが、見解を伺

う。 

 

学校２学期制検討委員会が、２学期制の現状を把握するため、児童生徒、保護

者、教職員を対象に実施したアンケートでは、保護者から「２学期制は、日本の

風土に合わない」「メリットを感じない」との意見もあったが、「授業時数が増え

た」「２学期制が定着し、学校も落ち着いている」「教師との教育相談がしやす

い」等の肯定的な意見もあった。２学期制の導入に際して、学校では、学校行事

の実施時期や開催方法、行事のねらいなどを見直すとともに、長いスパンでの指

導計画や教育相談、サマースクールなどの充実に取り組んできた。また、実際の

授業時数についても、平均して小学校で約３０時間、中学校で約２６時間の増が

図られ、新学習指導要領への対応もスムーズに行うことができている。このよう

な状況を踏まえ、教育委員会において２学期制の継続を決定したものであるの

で、ご理解いただきたい。 

 

※ 一般質問（教育部） 
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教

育

長 

他県や他市において、

２学期制から３学期制

に戻しているところも

あるが、それについて

どのように考えている

のか。 
 

他県や他市の一部の学校において、２学期制から３学期制に戻したところがあ

ることは承知している。アンケートの項目に「２学期制と３学期制のどちらが良

いか」と問えば、ご自身が２学期制の経験のない保護者としては、３学期制がよ

いと回答する気持ちは十分理解できる。しかしながら、本市では平成１８年度か

ら２学期制を実施しており、すでに小・中学校では定着が見られることから、引

き続き２学期制を実施することとしたものである。 

教

育

長 

学校２学期制検討委員

会のメンバー構成につ

いて、教職員が多く、

保護者が３名のみで教

育委員会主導ではない

か。また、保護者の意

向が反映されているの

か見解を伺う。 

平成２０年度に行った調査では、全体の７５％程度が定着していると感じてい

る。学校２学期制検討委員会としては、３学期制強く望んでいるのではなく、２

学期制導入時の目的がより良い方向に進んでいると捉えてきた。学校２学期制検

討委員会の保護者３名は市ＰＴＡ連絡協議会の代表者ということから、十分に意

見はいただいたと思っている。 

 

 

 

 

教

育

長 

アンケートの設問が

「２学期制がいいか」、

「３学期制がいいか」

問わないと正しい答え

が得られないのではな

いか。アンケートの根

拠について伺う。 

アンケートの設問項目については、学校２学期制検討委員会の中で吟味してき

た。「２学期制がいいか」、「３学期制がいいか」単刀直入に問うことも話題とな

った。しかし、子ども達にとっては戸惑う質問となり、また子どもにとって学期

制のあり方がどうであるかという視点が薄れるため、直接問うことはしてこなか

った。 

 

 

 

教

育

長 

他県や他市の事例から

考えると、２学期制が

よいということが覆さ

れるが、その点につい

て見解を伺う。 

他県や他市が３学期に戻している事例は承知しているが、各市町村の実態に応

じて改善している。本市の場合、２学期制ありきではなく、子どもにとって一番

良い学期制のあり方を検討している。学期制は手段であり、その目的は子どもに

とって豊かな学校生活、学力の向上、明治以来１４０年続く学校教育全体を見直

すことである。以上の点から、学期制のあり方を見直してきたところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２

学

期

制

に

つ

い

て 

教

育

長 

全国的に、２学期制か

ら３学期制に戻してい

るところもあるが、本

市の対応について伺

う。 

学校２学期制検討委員会においても、今後も２学期制を継続していくと結論を

出している。また、今すぐ３学期に戻すことは、学校現場の円滑な運営に支障を

きたすことが危惧されるという意見もでている。しかしながら、学期制のあり方

は、社会情勢の変化や教育環境の変化などをみて、子どもにとって、どのような

学期制のあり方が望ましいかという視点で見直すべき時期がきたら検討してい

くこととしたい。 

 

 
 
 
 

木

村 

 

信

市 

 

 

体
育
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
関
し
て 

部

長 

教育委員会事務に対す

る点検・評価の対象事

業の選定に関して、社

会体育等に関する事業

が選定されていない理

由について伺う。 
 

 

 

 

 

本市では、平成２３年４月の機構改革に伴い、「教育に関する事務の職務権限

の特例に関する条例」を制定し、学校における体育を除くスポーツについては、

市長が管理し、執行することとしたことから、教育委員会の事務ではなくなり、

点検・評価の対象とはならなくなった。なお、今年度の点検・評価については、

１７事業に絞って実施したが、学校における体育に関する事業としては、「中学

校体育連盟の活動費補助、部活動地域指導者の活用等」を選定している。 

 

大
川 

裕 
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部

長 

社会体育事業は、市長

の権限となったことか

ら点検・評価の対象に

ならないとのことだ

が、それでは学校プー

ルの管理運営は対象に

なるが、学校プールの

開放は対象にならない

と考えてよいか。 

学校プールの運営管理については、学校における体育に関することであり、教

育委員会の権限に属する事務であることから、点検・評価の対象となる。学校プ

ールの開放については、教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

において、学校施設の開放として補助執行事務に位置づけており、教育委員会の

権限に属する事務であることから、同様に点検・評価の対象となる。 

 

部

長 

学校長の職務上の権限

と責任の根拠について 
 

各学校で定めるプール管理運営規定には、校長は管理責任者として位置づいて

おり、施設管理上の責任と、教育課程に基づいて行われる水泳指導等の使用上の

責任を負うものである。また、夏季休業期間等の使用について、ＰＴＡ等の団体

に対して許可を出す権限を持っている。 

 

 

市

長 

教育委員会所管の小中

学校等のプールの実態

（配置、規格、維持管

理費用、開放時を除く

運営）について伺う。 

本市では、小中学校全てに、深さは異なるものの、長さ２５メートル、主に６

コースのプールを設置しており、授業や課外活動で使用している。プールの維持

管理費用については、水槽や歩廊の塗装や修繕、ろ過機の点検や更新などに、過

去５年間の平均で、一年あたり１，２３０万円余かかっている。水道料金は、年

間１，４２０万円余となっている。小中学校３６校のプールの維持管理にかかる

経費は、全体で１年あたり２，６５０万円余となっている。 

（１校あたり、年間７３万円余） 

 

 

部

長 

体育の授業での水泳時

間数、部活動等利用の

実態について 
 

水泳の指導時間数は、各学校のカリキュラム編成や児童生徒の発達段階によっ

て異なるが、小学校が１０～２０時間、中学校が６～１５時間となっている。部

活動については、本市では水泳部がないが、その他の運動部において、夏休み中

に、トレーニングの一環として利用している実態がある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

木

村 

 

信

市 

部

長 

水泳で利用する夏季期

間中を除いての、特別

な利用は、どのような

ものがあるか。あると

すれば、それは通年利

用か、短期間利用か伺

う。 

 

学校のプールは、三の丸小学校の屋内プールを除いて、通年、水を溜めたまま

にしており、消防法により、大規模火災時等の消防水利として指定されている。 

非常時には防災倉庫内の「ろ水機」を使用し、飲料水として利用することもでき

る。その他には、年に何回かではあるが、消防署や警察の救助隊が水難救助訓練

のために、白山中学校や白鴎中学校のプールを利用している。 

 

 

 
 
 
 
 
 

学
校
プ
ー
ル
の
管
理
運
営
に
関
し
て 

部

長 

教職員の服務上の取扱

いについて。 
 

夏休み中の小学校のプール開放は、ＰＴＡの運営で行われており、その業務に

ついては、保護者や契約する民間業者等が役割を担っている。そのため、教職員

は、プール開放に関わる役割を担っておらず、服務上の問題は生じないと考える。 
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大

地

震

に

備

え

る

防

災

対

策

に

つ

い

て 

教

育

長 

災害時に中学生の役割

が期待される中で、学

校における防災教育を

どう進めていくか伺う 
 

東日本大震災を踏まえ、中学生用防災パンフレットでは、釜石市の中学生がと

った行動を紹介するとともに、さまざまな場面を想定し、率先して避難すること

や、支援が必要な方（災害時要援護者）に対してどう行動したらよいかなど、内

容の見直しを行った。また、釜石東中学校から、東日本大震災をいかに生き延び

たか、自分の命を自分で守る、そして、助けられる人から助ける人へ、日頃から

学習してきたこと行動してきたことを、釜石東中学校の生徒が語るＤＶＤを提供

していただき、各校に配布した。こうした教材を日ごろ、防災教育において活用

するとともに、防災訓練においては、幼保・小・中の連携や地域との連携など、

人との関わりを通して、防災意識の向上や、自ら行動する力を培ってまいりたい。 

 

教

育

長 

給食費の徴収は、各学

校ではどのように行わ

れているか。また、そ

の方法について、現状

どのような課題を認識

しているのか伺う。 
 

給食費の徴収方法については、児童生徒が学校に持参する現金徴収と口座振替

の２通りがあり、いずれの方法にするかは各学校で決定している。今年度、現金

徴収を行っている学校は、小学校２３校、中学校８校で、口座振替にしている学

校は、小学校２校、中学校３校である。現金徴収の方が徴収率が高くなることか

ら、近年現金徴収に切り替える傾向がある。課題については、「現金徴収の場合」

は、現金徴収事務に携わる教職員やＰＴＡの負担が大きいこと、多額の現金の管

理面、また「口座振替の場合」は、振替手数料がかかり保護者の負担となること

などがある。 

 

 

教

育

長 

過去３年間の本市にお

ける未納の実態はどう

か。その対策をどのよ

うに講じているのか伺

う。 

 

小学校の給食費未納率及び未納額は、平成２１年度は、０．１９％、約８９万

８千円、平成２２年度は、０．１７％、約７８万４千円、平成２３年度は、０．

１４％、約６０万６千円である。また、中学校の給食費未納率及び未納額は、平

成２１年度は０．６％、１５７万１千円、平成２２年度は０．５５％、約１４３

万２千円、平成２３年度は０．３％、約７６万７千円である。未納対策としては、

未納家庭への電話や家庭訪問などを行っており、学校の要請に応じ、教育委員会

も家庭訪問に同行している。また、生活保護費や就学援助費を受給している保護

者が滞納した場合は、給食扶助費が直接学校口座に振り込まれる制度を今年４月

から開始した。その他滞納者への未納対策として、保護者の申し出があった場合、

児童手当から給食費を徴収する制度を設けている。 

 

 

安

藤 

 

孝

雄 

 

小

・

中

学

校

に

お

け

る

給

食

費

未

納

問

題

に

つ

い

て 
教

育

長 

県内他市町村はどのよ

うな未納対策を行って

いるか。また、県内の

公会計化の動きと小田

原市としての今後の考

えについて伺う。 

市町村の多くは、電話や督促状、家庭訪問を中心に未納対策に取り組んでいる。 
県内の公会計化の動きであるが、開成町が平成１７年度から、横浜市及び海老名

市が今年度から実施しており、厚木市が来年度以降の導入を目指し準備を進めて

いる。本市では現在、学校給食会が各学校と事務委託契約を結び、給食費を学校

給食会の口座で管理し、食材の一括発注及び一括支払を行っている。 
給食費の取扱については、昭和３２年の文部省の行政実例に「給食費を歳入にす

る必要がない」と示されており、これまで多くの自治体がこれにならい、学校ご

と、あるいは本市のように学校給食会において食材費の支出管理を行ってきてい

る。しかし近年は、給食費の集金、管理方法を見直し、公会計化を図る動きが出

てきており、学校給食に係る事務の透明性の向上や学校の事務負担の軽減等を考

慮すると、本市においても公会計化の検討を行っていく必要があると考えてい

る。 
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市

長 

小中学校敷地内の樹木

の管理は誰がどの様に

行っているのか伺う。 

樹木の管理は、学校と教育委員会の双方が行っている。落ち葉の清掃や低木の

剪定など、比較的軽易なものは、学校が行っている。一方、枝下しや、強風で倒

れた木の処理等は、教育委員会で対応している。 

 

市

長 

小中学校敷地内の樹木

に対して、具体的にど

のような要請が近隣住

民から寄せられ、その

要請にどのように対応

しているか伺う。 

学校の近隣の方々からは、樹木が生い茂り自宅の日当たりが悪くなっている、

枝葉による雨どいの詰まりが生じて困っている、強風による枝の落下や倒木が心

配であるなど、伐採や枝下しの要請が学校や市に寄せられている。保護者や地域

の方々のご協力により、枝下しなどを行っていただいている学校もあり、感謝し

ている。しかし、多くの学校については、市として十分な対応が出来ておらず、

全ての要請に応えられていない状況にある。 

 

 

部

長 

学校敷地内の樹木にお

いて、「鳥害」状況はど

の様な現状か伺う。 

ムクドリの鳴き声や糞で困っているという話は聞いていない。しかしながら、

カラスが学校の樹木に巣を作って困っているという相談は、たまにあるので、巣

の撤去など、適宜対応している。 

 

井

原 

 

義

雄 

 

 

市

立

小

・

中

学

校

敷

地

内

の

樹

木

管

理

に

つ

い

て 

 
部

長 

学校敷地内の樹木管理

が定期的に管理出来な

い理由として、人的な

要因と予算面での要因

があるものと考えられ

るが、どの様な現状か

伺う。 

 

予算面では、広大な学校敷地内の多数の樹木について、限られた予算の中では、

十分に対応できない状況にある。しかしながら、枝折れによる事故の防止や周辺

環境の美化など、定期的・計画的な樹木管理は、学校環境の保全には必要なこと

と考えている。今後、樹木の生育状況や周辺への影響など、改めて状況を確認す

るとともに、優先順位等を考慮しながら、計画的な維持管理に努めてまいりたい。 

 

教

育

長 

学校給食の放射能対策

について、どのような

取組みを行っているの

か。また、今後の取組

みについて伺う。 

 

 県が実施する学校給食用食材の放射性物質検査については、開始時期が遅れて

いたが、９月からスタートしたところである。本市としては、第１回目の検査と

して、９月１１日に学校給食センターで使用する にんじんの検査を行ったが、

放射性物質は不検出であった。また、調理後の給食の検査については、放射性物

質を継続的に検査する県の学校給食モニタリング事業で、小田原市国府津共同調

理場が対象地点に選定された。９月１０日から来年３月の給食終了日までの間、

冷凍保存した調理後の給食を１週間ずつまとめて放射性物質の有無や量を調べ

ていく。これら検査結果については、県のホームページで公表され、本市のホー

ムページでもお知らせしていく。 

 

 

 

部

長 

放射能対策について、

これまで保護者からど

のような要望等がださ

れているか伺う。 

 

 平成２３年度は２６件、平成２４年度はこれまで５件の要望が寄せられてい

る。内容については、食材の産地についての問い合わせや食材の検査を実施して

ほしい、検査機器を設置してほしい という要望がほとんどで、今年度の５件に

ついては、食材検査が４件、検査機器の設置が１件となっている。 
 
 

田

中 

 

利

恵

子 

 

放
射
能
か
ら
子
ど
も
た
ち
を
ま
も
る
た
め
の
保
育
園
、
幼
稚
園
、
学
校
給
食
に
お
け
る
安
全
対
策
に
つ
い
て 

部

長 

検査結果については、

市のホームページや学

校たより等を活用し、

保護者に情報提供して

はどうか。 

 

検査結果については、随時市のホームページでお知らせをしていく。９月１１

日に行った学校給食センターで使用する にんじんの検査結果については不検出

であったが、既にホームページでお知らせしている。また、学校だよりや給食だ

よりなどを積極的に活用し、情報提供に努めてまいりたい。 
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議

員 

項

目 

答

弁 
質 問 要 旨 答 弁 要 旨 

今
回
取
得
す
る
土
地
に
つ
い
て 

市

長 

この土地は史跡小田原

城跡においてどのよう

な場所であるか。また、

その価値はどのように

評価されるか。 

 

 

この土地は、近隣にある、平成１７年度に取得し、平成２１年度に整備・公開

されている八幡山古郭東曲輪とあわせ、戦国時代の小田原城の中心部分を構成し

ている部分であり、東曲輪の北堀が想定される場所である。そこで事前に試掘調

査を行ったところ、北堀の一部が確認され、障子堀と呼ばれる、北条氏の城郭と

しての特徴を持つ堀であることがわかり、重要な遺構が残されていることが確認

できた。平成２２年に策定した「史跡小田原城跡八幡山古郭・総構保存管理計画」

においても、「優先的に追加指定を図る」場所と位置付けられていることから、

史跡の追加指定を申請し、指定後に購入する方針としたものである。 

 
奥

山 

 

孝

二

郎 

 

債

務

負

担

行

為

の

廃

止

に

つ

い

て 

市

長 

平成２４年度当初予算

において設定された、

小田原市土地開発公社

に対する平成２４年

度・２５年度２箇年の

債務負担行為につい

て、９月補正予算で廃

止する議案を提出した

経緯を問う。 

この土地については、当時所有者が早期の売却を要望しており、史跡指定を待

ってからの取得は困難と判断されたことから、小田原市土地開発公社により先行

取得することにしたものである。このため、史跡の追加指定後に小田原市で買戻

しを行うための土地開発公社に対する平成２４年度及び２５年度の２年間の債

務負担行為を設定した経緯がある。その後、本年９月中には追加指定が告示され

る見通しとなったことから、土地開発公社からの買戻しを行うための予算を計上

し、これに伴って債務負担行為を廃止するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 議案関連質問（文化部） 
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議

員 

項

目 

答

弁 
質 問 要 旨 答 弁 要 旨 

市

長 

本市の体育及びスポー

ツ等の基本政策を進め

るに当たっての現状と

課題について 
 

子どもを取り巻く環境により、体力・運動能力の低下が、全国的に課題となっ

ているが、本市においても同様な状況である。そこで、自ら進んで運動しようと

する意欲を高め、健康的な体を作る学校体育を進めている。一方、本市のスポー

ツの現状であるが、競技スポーツについては各競技種目団体等により、活発な活

動が展開されている。また、競技スポーツだけでなく、最近では「ウォーキング」

や「体操（ストレッチ）」といった身近で気軽に楽しめるスポーツへの広がりも

見せている。しかしながら、日ごろスポーツをしない人も一定の割合でいる状況

にある。（スポーツ非実施率３７．８％：平成１８年調査）こうした状況を踏ま

え、今後は、年齢、性別を問わず、スポーツに気軽に参加できるよう促すととも

に、継続してスポーツに親しめる環境づくりが必要になっている。 

 

市

長 

本市の生涯スポーツと

学校体育との連携につ

いては、どこでどのよ

うに位置づけられてい

るか。 
 

 

 

 

 

 

現在、生涯スポーツの一端を担う学校体育に対しては、体育学習やクラブ活動、

サマースクール等において、スポーツ推進委員によるニュースポーツの体験講座

や、湘南ベルマーレのプロサッカー選手による巡回授業などが行われている。 

それにより、専門的な技術やその競技が持つ楽しさを伝えるなど、学校への訪問

による連携が定着しているところである。また、学校には子どもたちの全市的、

あるいは地域的なスポーツイベントへの参加など、生涯スポーツの推進に協力を

得ているところである。子どもたちがスポーツ活動を気軽に、そして継続的に行

うことができる仕組みや環境を整えるため、これからも、様々な機会を捉え、生

涯スポーツと学校体育との連携に努めていきたい。 

 

体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
関
し
て 

市

長 

本市の体育やスポーツ

活動等における行政と

民間の役割分担の考え

方について 
 

 

 

現在、スポーツ教室やスポーツ大会を民間が主催するなど、行政以外のさまざ

まな主体もスポーツ振興を担っている状況にある。さらに、観るスポーツとして、

プロスポーツの試合観戦など、民間でなくてはできない事業もある。社会環境の

変化や市民ニーズの多様化などに応じ、行政と民間がそれぞれの特長を活かし事

業展開する、あるいは相互に連携していくことにより、スポーツ振興を進めてい

くことが大切であると考える。 

 

木

村 

  

信

市 

 

市
営
（
海
水
）
プ
ー
ル
２
場
の
管
理
運
営
等
に
関
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市

長 

事業仕分けによる「不

要」という結論を、そ

の後「廃止の方向で検

討」とした経緯につい

て伺う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御幸の浜プールは、平成２１年１０月に実施された事業仕分けにおいて、「不

要」との結論が出された。しかしながら、誰もが安全に楽しめる安価なプールと

して、例年多くの市民の方が利用している施設であり、県西地域唯一の公認５０

ｍプールでもある。したがって、市民ニーズの把握、代替施設・代替施策の必要

性の検討、関係団体とのプール事業のあり方の協議等を行う必要があったため、

「廃止の方向で検討」としたものである。 

 

 

※ 一般質問（文化部） 
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市

長 

両市営プールは開場期

間を除き一年を通じて

どのように管理されて

いるか。また、土地の

所有者、借地契約はど

うなっているか。 

 

 

 

 

御幸の浜プール、国府津海水プールともに、例年５月末から開場準備のため施

設設備等の稼働確認を行い、開場期間終了後は、使用した設備や用具等の撤去を

行っている。それ以降は、台風や地震等が発生した場合に、必要に応じて施設の

被害状況等の確認を行っている。土地の所有形態について、御幸の浜プールは、

市有地が７８５㎡、国有地が３，２６７㎡で、国有地は占用許可を得て使用して

いる。国府津海水プールは、１，５００㎡全てが国有地で、同様に占用許可を得

て使用している。 

 

市

長 

 

国府津海水プールの今

後の予定、対策と再開

に向けての基本的な考

え方について伺う。 

 

 

 

まずは、施設状況調査、井戸復旧工法の検討・設計、施工計画・仮設備工の設

計、概算工事費の算定等の取水井戸改修設計業務を実施し、来年度の開場に向け、

準備を進めていく予定である。国府津海水プールは開場以来５０年以上の長きに

わたり、市民に愛され、地域としても大事な公共施設であること、また、取水井

戸に損傷があるものの、プール本体などに開場するにあたり、問題がないことな

どから、再開し、継続使用していきたいと考えている。 

 

市
営
（
海
水
）
プ
ー
ル
２
場
の
管
理
運
営
等
に
関
し
て 

市

長 

海水浴の効能・メリッ

トについて、健康づく

りの観点からどうか。 

 

 

海水浴は、夏場に水泳や日光浴など、海辺の遊びを行うレジャーのひとつであ

り、体を動かすことで運動不足を解消できるなどの効果がある。 

 

 

 

市

長 

プール開放の実態と問

題点等について伺う。 

 

 

 

 

 

全小学校２５校において、夏季休業中に各学校に通学している児童に限定して

学校プールを開放しており、ＰＴＡが主体となって運営している。開放日数は各

学校により異なるが、平成２３年度は９日間から２３日間で、全学校の延べ利用

者数は２７，２９９人であった。問題点としては、監視員の確保が困難であるこ

と、運営にあたるＰＴＡの負担が大きいなどの意見を聞いている。 

 

 

学
校
プ
ー
ル
の
管
理
運
営
に
関
し
て 

市

長 

県内他市の学校プール

の地域開放の状況につ

いて、どのように把握

しているか。 

 

本市を除く神奈川県内の１８市中、１市が小学校プールを学区内の団体に限定

して開放しており、７市が一般に開放している。なお、限定して開放または、一

般に開放している全８市の運営形態は、業者委託が７市、学校への委託が１市で

ある。 

 

木

村  

 

信

市 

新
た
な
市
営
プ
ー
ル
の
建
設
に
向
け
て 

市

長 

今こそ、淡水利用の新

たな市営公認プール整

備の早期の検討が必要

と考えるが。 
 

スポーツ施設の整備、改修については、厳しい財政状況の中、既存施設におい

ても思うような対応ができていないのが実情である。利用者の安全性の確保に必

要なものや、施設の維持管理に重要なものなど、優先順位をつけて行っていると

ころである。したがって、新たなプールの整備については、大変難しい状況にあ

り、できる限り修繕し長く使っていきたいと考えているので、ご理解いただきた

い。 

 

 



第 47 回 全国史跡整備市町村協議会 大会 開催要項 

 
 
１ 主 催  全国史跡整備市町村協議会 

 

２ 主 管  第 47 回 全国史跡整備市町村協議会 大会 実行委員会 

      （実行委員会 組織市町村 ７市、１町） 

相模原市、横須賀市、鎌倉市、茅ヶ崎市、逗子市、海老名市、

箱根町、小田原市 

 

３ 後 援  文化庁、神奈川県、神奈川県教育委員会 

 

４ 会 期  平成 24 年 10 月 17 日（水）～19日（金） 

 

５ 会 場  ヒルトン小田原リゾート＆スパ（小田原市根府川 583-1） 

 

６ 日 程 

（１）役員会 

    日 時  平成 24 年 10 月 17 日（水）11：00～12：00 

      会 場  ヒルトン小田原リゾート＆スパ「アートルーム」 

 

（２）総会・記念公演・講演会 

    日 時  平成 24 年 10 月 17 日（水）13：30～17：00 

      会 場  ヒルトン小田原リゾート＆スパ「アリーナ」 

 

（３）情報交換会 

    日 時  平成 24 年 10 月 17 日（水）18：00～19：30 

      会 場  ヒルトン小田原リゾート＆スパ「アリーナ」 

 

（４）エクスカーション（視察研修） 

      期 日  平成 24 年 10 月 18 日（木）～19日（金） 

      場 所  神奈川県内の史跡ほか 

 

７ 大会事務局 

      事務局長 小田原市文化部文化財課長 

   事 務 局 小田原市文化部文化財課 

      連 絡 先 〒250-8555 

   小田原市荻窪３００番地 

電 話：0465‐33－1717 

ﾌｧｯｸｽ：0465－33－1714（直通電話兼用） 

電子ﾒｰﾙ：bunkazai@city.odawara.kanagawa.jp 

 

資料 ３ 



第 47 回 全国史跡整備市町村協議会 大会 日程表 

 
第１日目【10月 17 日（水）】 大会会場：ヒルトン小田原リゾート＆スパ「アリーナ」 

区 分 時 間 予定時間 内     容 

大会受付 12:30～ 

13:30 

60 分 ・受付場所：スポーツ棟 地下１階 会場前 

・受付方法：ブロック別受付 

開 会 式 13:30～ 

 14:10 

40 分 ・開会のことば      全史協副会長 

・会長あいさつ      多賀城市長     

・歓迎のことば      小田原市長 

・祝辞    1）史跡保全議員連盟代表 

2）文化庁長官 

3）神奈川県教育長 

・来賓紹介     

・祝電披露 

・表彰 

総  会 14:10～ 

14:50 

 40 分 １ 議事  （議長）小田原市長 加藤 憲一 

(1) 平成 23年度事業報告及び決算報告について 

(2) 平成 24年度補正予算(案)について 

(3) 平成 25年度事業計画及び予算(案)について 

(4) 全史協大会開催地実施時期の変更（案）につ

いて 

(5) 役員の選任について 

(6) 次期大会開催地について 

次期大会開催地代表あいさつ  南城市長 

(7) その他   

２ 平成 25年度史跡関係予算(案)説明 文化庁 

閉 会 式 14:50～ 

15:00 

  10 分 議事    （議長）小田原市長 加藤 憲一 

(1) 大会決議       全史協副会長    

(2) 閉会のことば     全史協副会長 

（休 憩） 15:00～ 

15:20 

20 分  

記念公演 15:20～ 

 15:50 

  30 分 ・相模人形芝居下中座（下中座） 

 

（休 憩） 15:50～ 

16:00 

10 分  

講演会 16:00～ 

17:00 

  60 分 ・演題 「日本城郭史上の戦国小田原城」   

・講師 静岡大学名誉教授 小和田 哲男 氏 

 
《 休憩・移動   17:00～18:00 》 

 
情報交換会 会場：ヒルトン小田原リゾート＆スパ「アリーナ」 

情報交換会 18:00～ 

19:30 

90 分   

 



第 47回 全国史跡整備市町村協議会大会 エクスカーション日程 

第２日目【10月 18 日（木）】・第３日目【10月 19 日（金）】 

月   日 
Ａコース 

（原始・古代コース） 
Ｂコース 

（中世コース） 
Ｃコース 

（近代遺産コース） 

10 月 18 日（木） ヒルトン小田原 出発 
（8:00） 

↓ 
小田原駅（8:20） 

↓ 
【相模原市】 
（史）田名向原遺跡 
旧石器時代学習館 
（9:40～10:20） 

↓ 
（史）勝坂遺跡 

（10:40～11:20） 
↓ 

【海老名市】 
（史）相模国分尼寺跡 

（車窓） 
↓ 

（史）相模国分寺跡 
（11:45～12:05） 

↓ 
昼食（海老名市内） 
（12:15～13:15） 

↓ 
【横浜市】 
（史）大塚・歳勝土遺跡 
横浜市歴史博物館 
（14:05～15:05） 

↓ 
【小田原市】 
（史）小田原城跡 

本丸・二の丸 
（16:20～17:10） 

 
↓ 
 

小田原駅（17:20） 
↓ 

ヒルトン小田原 帰着 
（17:35） 

ヒルトン小田原 出発 
（8:00） 

↓ 
小田原駅（8:20） 

↓ 
【茅ヶ崎市】 
（史）旧相模川橋脚 

（9:10～9:40） 
↓ 

【逗子市】 
（史）長柄桜山古墳群

（車窓） 
↓ 

（史）名越切通 
（10:30～11:40） 

↓ 
【鎌倉市】 
（史）和賀江嶋（車窓） 

↓ 
昼食（鎌倉市内） 
（12:00～13:00） 

↓ 
（史）鎌倉大仏殿跡 

（13:05～13:35） 
↓ 

（史）大仏切通[雨天時は
（史・名）瑞泉寺] 

 (13:45～14:15) 
↓ 

（史）若宮大路・鶴岡八
幡宮境内（車窓） 

↓ 
（史）永福寺跡 

（14:50～16:20） 
↓ 

小田原駅（17:35） 
↓ 

ヒルトン小田原 帰着 
（18:00） 

ヒルトン小田原 出発 
（8:00） 

↓ 
小田原駅（8:20） 

↓ 
【横浜市】 
（重文・史）旧横浜正金

銀行本店本館 
神奈川県立歴史博物館 

（特別展「再発見！鎌倉
の中世」観覧） 
（9:50～11:20） 

↓ 
（重文・登録）横浜市内
近代建造物（車窓） 

↓ 
【横須賀市】 
昼食（横須賀市内） 
（12:00～13:00) 

↓ 
旧横須賀海軍工廠ドラ
イドック（米海軍横須
賀基地内） 
（13:00～13:50） 

↓ 
（史）夏島貝塚 

（14:10～15:00） 
↓ 

東京湾要塞第三海堡 
構造物展示場 
（15:05～15:25） 

 
 
↓ 
 

小田原駅（17:25） 
↓ 

ヒルトン小田原 帰着 
（17:45） 

10 月 19 日（金） ヒルトン小田原 出発 
（8:00） 

↓ 
小田原駅（8:20） 

↓ 
【箱根町】 
（史）元箱根石仏群 

（9:10～10:00） 
↓ 

（史）箱根旧街道 
（杉並木） 

（10:10～10:20） 
↓ 

（史）箱根関跡 
（10:20～11:10） 

 
↓ 

解散式 報徳会館 
（小田原市城内 8-10） 

（12:00～13:00） 

ヒルトン小田原 出発 
（8:00） 

↓ 
小田原駅（8:20） 

↓ 
【小田原市】 
早川石丁場群関白沢支群 

（8:50～9:20） 
↓ 

（史）石垣山 
（9:30～10:20） 

↓ 
（史）小田原城跡 

本丸・二の丸 
（10:40～11:45） 

 
↓ 

解散式 報徳会館 
（小田原市城内 8-10） 

（12:00～13:00） 

ヒルトン小田原 出発 
（8:00） 

↓ 
小田原駅（8:20） 

↓ 
【小田原市】 
（史）小田原城跡 

（8:40～11:45） 
本丸・二の丸 

↓ 
小峯御鐘ノ台大堀切 

↓ 
三の丸新堀土塁 

↓ 
三の丸清閑亭土塁 
（登録）清閑亭 

↓ 
解散式 報徳会館 

（小田原市城内 8-10） 
（12:00～13:00） 





 
 

 

 

 

 

 

     《                                                                     》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小田原市教育委員会・地域ぐるみの教育推進委員会 

平成２４年９月 

【問合せ先：教育指導課（33－1684）】 

 

「いじめは、絶対に許されないこと」という基本的な視点に立ち、子どもたちが、

いじめのことで苦しんだり、尊い命を落としたりすることのないように、学校・家

庭・地域・行政が一体となって全力をあげて取り組みます。 

― 学校・家庭・地域・行政が取り組むべきこと ― 

「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、

物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」です。

起こった場所は、学校の内外を問いません。＜文部科学省の定義より＞ 

         

 【学校では】 ～教職員全員で、毅然とした態度で～ 

     １  子どもの悩みを、今まで以上に敏感に察知していきます。 

     ２  いじめられていそうな子どもがいたら、すぐに声をかけていきます。 

     ３  一人ひとりに命の大切さを投げかけ、良好な人間関係をつくっていきます。 

 【家庭では】 ～親としての自覚をもって～ 

     １  子どもの様子に関心を持ちましょう。 

     ２  子どもの様子が気になったら、すぐに学校などに相談をしましょう。 

     ３  日々の生活リズムを整え、家庭の中での会話を大切にしましょう。 

 【地域では】 ～大人が模範を示して～ 

     １  声かけ、あいさつを通して、地域ぐるみで子どもを見守っていきましょう。 

     ２  子どもの様子がおかしいと感じたら、声をかけるか、家庭や学校へ連絡してください。 

     ３  大人が模範を示し、地域社会全体でいじめをなくしましょう。 

 【教育委員会では】 ～サポートを的確に～ 

     １  いじめに関する様々な相談を受けます。 

        小田原市教育委員会教育相談電話（３３－１７２９）に連絡してください。 

２  学校・家庭・地域・関係機関の連携を強化します。 

     ３  いじめ防止のための具体的な支援を継続して行います。 



【いじめの把握のために】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   行政で 
     ○ 相談窓口等、相談体制の充実 

 
 

     ○ 学校・家庭・地域のパイプ役として 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  地域で 
        ○ 観察（声かけ、あいさつを通して） 

        ・登下校時のようすから 

            ・放課後の過ごし方から 

                  放課後の活動の場（スポーツクラブなど）での人間関係にも気配りを 

家庭で 
 

◎ 家庭内の会話の場を 

○ 子どもの様子から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 親子の会話を通して 

    ・いじめがあるという前提で 

    ・いじめられている側か、いじめて 

      いる側か、傍観者なのかの把握を 

○ 他の家庭との情報交換を 

    ・よその子の様子も伝え合うこと 

      で早い気付きを 

○ 携帯電話などのメールの内容にも気 

   をつけて 

 いじめなんでも相談  ３３－１７２９ （平日の 8:30～17:15） 

□イライラしたり、オドオドしている 

□急に口数が少なくなる 

□ため息をつく、涙を流している 

□ボーっとし、意欲がなくなる 

□学校や友達の話題を嫌がる 

□学校に行きたがらない 

□持ち物がなくなる、壊れている 

□教科書やノートに落書きされている 

□衣服の汚れや破れがある 

□アザやケガをして帰ってくる 

チェックポイント例 

学校で 
 

◎ 悩みを話せる良好な人間関係を 

○ 子どもの様子から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ アンケートなどを通して 

 ・定期的に、継続的に 

 ・無記名や友達のことを聞く形式も 

○ 教育相談の実施 

 ・定期的な実施 

 ・担任に限らず、多くの関わりを 

   通して 

□元気がない、オドオドしている 

□学習への集中力がなく､成績が低下する 

□不自然な笑いや感情不安定が見られる 

□友達への異常な気遣いがある 

□グループ活動で孤立しやすい 

□からかいや冷やかしが見られる 

□話しかけても視線をそらす 

□持ち物隠しや落書きをされている 

□衣服の汚れや破れがある 

□保健室通いや体調不良の訴えが多い 

チェックポイント例 



【いじめの解決に向けて】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  行政で 
       ○ 関係機関の積極的関わりを 

       市教育委員会・市教育研究所・市青少年相談センター・市福祉事務所・県教育相談センター・県児童相談所 

       ○ 人権擁護委員・医療機関との連携を 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域で 
     ○ 民生委員・主任児童委員、学校・家庭・行政との連携 

     ○ 家庭・学校への連絡 

  学校で 
 

○ 迅速に 

   ・まずはすぐに 

     動くこと 

 

○ 丁寧に 

   ・話を聞くのは 

     じっくりと 

   ・指導・支援も 

     丁寧に 

 

○ チームで 

   ・「報告・連絡・ 

     相談」の確認 

   ・複数での事実 

     確認と指導・ 

     支援 

 

○ スクールカウン 

   セラーの活用 

                                       家庭で 
 

                                           ○ 迅速に 

                                              ・すぐに子ども 

                                                から事情を聞 

                                                き対応 

 

                                           ○ 学校とこまめに 

                                              連携を取り合っ 

                                              て 

 

                                           ○ 子どもの気持ち 

                                              に寄り添って 

 

 

 

 

情報キャッチ 

 

○ 双方からじっくりと話を聞く 

○ 周りの者からも情報収集 

   ・被害の具体的内容 

   ・場所、時間・期間 

   ・加害者の実態・動機と背景 

   ・他の子は知っているか 

 

事実の確認 

 

○ いじめられている子へのサポート 

   ・寄り添って 

   ・｢あなたが大切｣という気持ちを伝えて 

○ いじめている子への指導 

   ・してしまったことへの自覚 

   ・心からの反省と謝罪 

   ・立ち直りへの支援と両者の関係の修復 

○ 周りの子への指導 

   ・傍観者も加害者になってしまうことの指導 

   ・今後の行動へのアドバイス 

指導・支援 

「おかしいな」と思ったら、遠慮なく 

       家庭へ、学校へ 、教育委員会（３３－１６８４）へ 

○ 転校や、反省のための措置の検討 



【日頃から取り組みたいこと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    行政で 
             ○ 学校や家庭の積極的支援 

      ○ いじめ防止学習プログラムの作成 

         ○ 教職員の資質向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   地域で 
          ○ 地域社会全体でいじめを無くし、大人が模範を示そう 

          ○ 地域で子育てを、地域で人間関係づくりの場を 

               ・日常的なあいさつ・声かけ 

               ・自治会・子供会・スポーツ団体・育成団体などの活動 

               ・地域行事への子どもの参加の活発化 

               ・ミニ集会等の充実など 

 

学校で 
 

  ○ 集団を育てる 

      ・学級経営 

      ・児童会・生徒会 

  ○ 心を育てる 

     ・道徳、学活 

      ・学校便り、校長講話 

  ○ いじめ防止学習プログラム 

      ・授業を中心に計画的に実施 

      ・人権パンフレットの活用 

  ○ 教職員の人権感覚を高める 

      ・事故防止会議 

      ・人権研修会 

家庭で 
 

  ○ 家庭での会話の場 

      ・家族一緒の食事 

      ・家族触れ合いの機会を 

  ○ 心を育てる 

      ・思いやりや優しさを育てる日々 

       の会話を大切に 

  ○ 家庭でのしつけ 

      ・人との接し方 
      ・やって良いことといけないこ 

        とのケジメを 

  ○ 日々の生活リズムを整える 

      ・普段から規則正しい生活を 
 

 
○ 学級懇談会や保護者会、ＰＴＡ等での 

   いじめをテーマにした話し合い 

【本資料について】 

    全国各地で起きたいじめによる自殺や傷害を受け、子どもたちの尊い命を守るために、本市のいじめ問題への 

対応について、教育委員と地域ぐるみの教育推進委員が8月20日（月）に緊急会議を行いました。 

本資料は、平成18年12月に「小田原市いじめ問題緊急対策会議」が緊急の提言として市内小・中学生の全家庭、 

全教職員に配布したリーフレットを一部修正したものです。 

学校・家庭・地域・行政が一体となっていじめ問題に取り組んでいくための資料として、ぜひご活用ください。 

                                                 〔事務局 ： 小田原市教育委員会教育指導課  TEL ３３－１６８４〕 

 




